
地域包括ケアシステムの構築

地域包括ケアシステムとは・・・

高齢者が要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよ
う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され、地域ぐるみで支え合う体制のこと。
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資料１



地域包括ケアシステムを支える
自助・互助・共助・公助
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本庁・区役所・まちづくりセンター 等

保育所、幼稚園、

学校 等

地域（校区）

・校区自治協議会

・校区社会福祉協議会

・民生委員児童委員協議会

・介護予防サポーター

・認知症サポーター 等

地域包括支援センター

事業所、施設

民間企業

病院・診療所

歯科、薬局 等

医療

福祉 ・NPO
・ボランティア

地域包括ケアシステムを推進するため連携イメージ

地域力を向上し地域包括ケアシステムを深化推進させていく

まちづくり機能強化 健康まちづくりとの連携区ごとに推進体制整備

熊本市の進め方

+ +
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地域包括ケアシステム推進会議
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協議体（日常生活圏域単位）
・個別ケースを通して蓄積された最適な手法や地域課題を関係者と共有する場

・介護予防・生活支援サービスの提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場

熊本市地域包括ケアシステム推進会議
・市レベルの地域課題の共有

・地域活動推進方法の検討

・優良事例の市内への波及

・事業化、施策化の提案 など

熊本市地域包括ケアシステム庁内推進会議
・市レベルの地域課題への対応検討

・事業化、施策化 など

政策提案

報 告

〇〇区地域包括ケアシステム推進会議
・区レベルの地域課題の共有

・区レベルのネットワークの構築

・地域活動推進方法の検討

・優良事例の区内への波及 など

〇〇区地域包括ケアシステム庁内推進会議
（まちづくり推進委員会等既存会議を活用）

・区レベルの地域課題への対応検討

・地域活動の推進

・市への事業化、施策提案 など

提 案

報 告
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地域ケア会議

（校区単位）
個別地域ケア会議

協議体

（校区単位）
個別課題解決

政策形成

＜市レベル＞

＜区レベル＞

＜日常生活圏域レベル＞

【行政内の推進体制】

〝協議体〟
生活支援・介護予防サービスの体制整備に向
け、多様なサービス提供主体が参画する「定

期的な情報の共有・連携強化の場」として設
置することにより、多様な主体間の情報共有
及び連携・協働による資源開発等を推進する
もの。


